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No. 廃棄物処理法に基づく
基本方針における
目標項目

参考となる数値目標 目標設定
の

有無

第３次計画の目標数値　等

1 1人1日当たりの家庭系ご
み排出量

2025年度に約440g/人/日

（循環基本計画）

設定する 現状：626g/人/日(2018年度）
目標(案1）：440g/人/日
目標(案2）：629g/人/日
※案2は、資料3-1との整合性を図り、
　家庭系と事業系の割合を5：2として
　試算

2 一般廃棄物の
最終処分場の残余年数

2022年度に2017年度の水準
（20年分）を維持

（廃棄物処理施設整備
　計画）

設定
しない

現状：約27年（2018年度末）

【設定しない理由】
　・最終処分量の減量化に取
　　り組み延命を図るため。
　・なお、現時点で一般廃棄
　　物最終処分場の新規設置
　　計画はない。

3 焼却された一般廃棄物量
のうち発電設備を有する
焼却施設で処理される一
般廃棄物の割合

廃棄物エネルギーを地域を含
めた外部供給している施設の
割合を2022年度に46%

（廃棄物処理施設整備
　計画）

数値目標
としては
設定しな
い

新規設置を計画する施設につい
て、循環型社会形成推進交付金
等を活用し、エネルギー回収型
廃棄物処理施設とする。

4 産業廃棄物の最終処分場
の残余年数

引き続き現行基本方針に基づ
き要最終処分量の10年分程度
を確保

設定
しない

現状：約8年（2018年度末）

【設定しない理由】
　・最終処分量の減量化に取
　　り組むこと。また、最終
　　処分は県内に限らないた
　　め。

5 家庭から排出される食品
廃棄物に占める食品ロス
の割合の調査を実施した
ことがある市町村数

引き続き現行基本方針に基づ
き200市町村以上における実
施を推進

設定する 食品廃棄物及びプラスチックご
みの割合調査の実施市町村につ
いて、5市町村（5圏域で1市町村
ずつ）を目指す

6 特定家庭用機器再商品化
法（平成10年法律第96
号）に基づく特定家庭用
機器一般廃棄物のうち、
小売業者が同法に基づく
引取義務を負わないもの
の回収体制を構築してい
る市町村の割合

引き続き現行基本方針に基づ
き100%の構築を推進

設定
しない

【設定しない理由】
　・県内全市町村が回収体制
　　を構築済みであり、国が
　　示す目標を達成している
　　ため。

7 使用済小型電子機器等の
再生のための回収を実施
する市町村数の割合

引き続き現行基本方針に基づ
き80%以上の構築を推進

設定
しない

【設定しない理由】
　・80％以上構築済みであ
　　り、国が示す目標を達成
　　しているため。

第３次岐阜県廃棄物処理計画 減量化の目標設定について②

～その他の項目に関する目標の検討・国基本方針～

国基本方針において示された「参考となる目標数値」のうち、更なる廃棄物の減量化を促進するた
め、第３次計画から新たに目標としての設定を検討する項目
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